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おむつ等自動販売機設置者募集要項 

（道の駅２５１いいもりじゃがーロードにおけるおむつ等自動販売機の設置

に係る市有財産の貸付け） 

 

１ 目的 

  この要項は、道の駅２５１いいもりじゃがーロードに設置するおむつ等自動販売機の

設置者（以下「設置者」という。）を決定するため、本市が行う入札参加者募集について

必要な手続き等を定める。 

２ 貸付物件 

 (1) 貸付物件は下表のとおりとする。なお、貸付面積には、放熱余地・転倒防止板・飲

料容器用回収ボックスを設置する面積を含む。 

施設名 所在地 貸付場所 貸付面積 台数 

道の駅２５１いいもり

じゃがーロード 

諫早市飯盛町上原

1376番地 

農林水産物等販売施設

西側敷地Ａ 
２．０㎡ １台 

 (2) 貸付物件の用途は、乳幼児用紙おむつ及びおしりふきを販売品目とするおむつ等自

動販売機の設置・運営に限るものとし、前述の販売品目を満たしていれば清涼飲料水

（缶・瓶・ペットボトルのみ、紙コップ不可）のほか、乳児・子ども用飲料（紙パッ

ク可）の販売も可能とする。 

３ 貸付期間 

(1) 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までとし、貸付期間は更新しない。 

(2) 本市が公用又は公共用に供する必要が生じたとき、設置者が入札参加資格条件のい

ずれかに違反する行為を行ったとき、その他本市が必要と認めるときは、貸付契約を

解除することがある。 

(3) 自動販売機の設置及び撤去の日時は、本市と協議の上、決定する。 

４ 設置者の費用負担 

 (1) 貸付料 

   貸付料の年額は、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する

額を加算した金額（当該額に１円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた

金額）とする。 

   ただし、消費税及び地方消費税の税率（以下「消費税率等」という。）が改定された

場合は、改定後の消費税率等による金額を加算した金額に契約変更するものとする。 

 (2) 電気料 

   自動販売機の稼動に係る電気料は設置者が負担する。なお、電気使用量を測る検針

用メーター（計量法（平成４年法律第５１号）に基づく検査に合格したものに限る。）
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は設置者が準備し、設置する。 

 (3) 設置費等 

   自動販売機の設置、維持管理及び撤去に要する工事費、移転等の費用、その他必要

な費用は設置者が負担する。 

 (4) 納入時期 

   設置者は、本市が発行する納付書により、貸付料については年度毎の額、電気料に

ついては月毎の額を本市が指定する期日までに確実に納付しなければならない。なお、

金融機関窓口にて支払の際に振込手数料等が発生した場合については設置者の負担と

する。 

５ 自動販売機の設置条件 

 (1) 貸付方法及び用途 

   自動販売機の設置は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第２

項第４号の規定に基づき、諫早市が設置者に対して行政財産である建物の一部を賃貸

する方法により行うものとし、設置者は賃貸物件を自動販売機及び飲料容器用回収ボ

ックスの設置並びにこれらの管理以外の用途に供してはならない。 

(2) 販売価格 

販売価格は、標準販売価格（定価）以下とする。 

(3) 販売実績の報告 

設置者は、年度毎の販売実績（自販機１台ごとの販売本数・金額）を集計し、毎年

４月末日までに販売実績報告書（任意様式）を提出する。 

(4) 原状回復等 

設置者は、設置期間が満了し、又は契約が解除された場合には、速やかに原状回復

を行う。また、設置者は、本市に対し、原状回復に要した費用、自動販売機の設置に

伴い支出した費用、有益費その他一切の費用について、補償を請求することができな

い。 

６ 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

  本競争入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

 (1) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

 (2) 諫早市暴力団排除条例（平成２４年条例第２０号）第２条に規定する暴力団、暴

力団員及び暴力団関係者に該当する者でないこと。 

 (3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７

号）第５条第１項に規定する観察処分を受けた団体に該当しない者であること。 

 (4) 諫早市内に本社（本店）、支社（支店）若しくは営業所等を有する法人又は諫早

市内に住所及び店舗を有する個人で、自動販売機の故障、苦情等の緊急時に速やかに

対応できる者であること。 
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 (5) 申請日から落札決定までの間において、本市から指名停止の措置を受けていない

者であること。 

 (6) 諫早市税において滞納がないこと。 

(7) 自動販売機の設置業務（自ら管理・運営するものに限る。）について、３年以上の

実績を有し、かつ、過去２年の間に国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体との

自動販売機の設置に係る契約を２回以上締結し、これらすべてにおいて誠実な履行実

績を有している者であること。 

７ 入札参加申請手続 

  入札参加を希望する者は、入札参加申請書及び必要書類を次により提出しなければな

い。 

 (1) 提出書類 

  ① 入札参加申請書（様式１） 

  ② 事業者の概要調書（様式２） 

  ③ 取扱商品一覧表（様式３） 

  ④ 法人の場合は商業登記簿謄本（履歴事項全部証明）、個人の場合は住民票抄本（申

請日から遡って３か月以内のもので写しでも可） 

  ⑤ 諫早市税の滞納がないことの証明書（原本）（申請日から遡って３か月以内のも

の） 

  ⑥ 設置予定自動販売機のカタログ 

  ⑦ 誓約書（様式４） 

  ⑧ 印鑑登録証明書（申請日から遡って３か月以内のもので写しでも可） 

 (2) 申請受付期間 

   令和８年１月５日（月）から令和８年２月１３日（金）まで（土曜日、日曜日及び

祝日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

 (3) 受付場所 

   諫早市東小路町７番１号 

   諫早市農林水産部農業振興課（諫早市役所 別館３階） 

 (4) 申請の方法 

   申請受付期間内に、(1)の提出書類を(3)の受付場所に直接持参するか、郵送（原則

として書留）にて提出すること。（郵送の場合は、令和８年２月１３日（金）午後５

時必着とする。） 

８ 質疑応答 

 (1) 質疑がある場合は、本市所定の様式の質問書（様式５）を持参するか、郵送、ファ

クシミリ又はメールにて送付すること。電話（口頭）での質問は受け付けない。（フ

ァクシミリ又はメールの場合は、必ず通信確認を行うこと。） 
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  ① 受付期間 

令和８年１月５日（月）から令和８年２月３日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝

日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

  ② 提出先 

諫早市農林水産部農業振興課（諫早市役所 別館３階） 

 (2) 回答は、令和８年１月５日（月）から令和８年２月６日（金）まで（土曜日、日曜

日及び祝日を除く。）の間、諫早市ホームページにて行う。 

９ 入札参加資格の決定 

  入札参加資格の有無について、提出書類等に基づいて審査し、入札参加資格の審査結

果を令和８年２月２０日（金）までにメールで通知する。 

１０ 入札の方法等 

 (1) 入札は、郵便入札の方法により行う。 

 (2) 入札書は、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便により、令和８年２月２６日（木）

午後５時までに、諫早市農業振興課宛てに郵送すること。 

 (3) 入札書を郵送する際は、二重封筒とし、「入札書」と記載した内封筒に入札書を密

封のうえ、次に掲げた事項を記載し、期限までに送付すること。 

ア 件名 

  イ 住所  

  ウ 氏名（法人にあっては、商号又名称） 

  エ 代表者氏名（法人の場合のみ） 

 (4) 入札書は、１年分の金額を付して入札する。 

 (5) 入札書に記載する金額は、１年分で見積もった契約希望金額の１１０分の１００に

相当する金額を入札書に記載すること。 

 (6) 入札書は、本市所定の様式により作成しなければならない。 

(7) 入札回数は、２回とする。 

 (8) 入札において入札参加者がいない場合又は２回の入札で落札者がいない場合は、当

該入札は取止める。 

１１ 入札保証金 

  入札保証金は、免除する。 

１２ 開札 

 (1) 開札は、令和８年２月２７日（金）午前１０時から、諫早市役所別館３階第６会議

室で行う。 

 (2) 入札参加者は、立会いを希望することができる。立会いを希望する場合には、開札

日時前までに郵便入札開札立会申込書（様式６）を農業振興課に提出すること。 

 (3) 開札への立会い者は、各者１名までとし、各者１名を超えて開札会場に入室できな
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い。 

 (4) 開札開始後に開札会場に到着した者は、開札に立会うことができない。 

 (5) 開札に立会う入札参加者がいない場合は、入札執行事務に関係のない諫早市職員を

立会わせて行うものとする。  

 (6) 天災等により入札書の到着が遅れた場合は、開札を延期することがある。 

１３ 無効の入札 

  次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とするとともに、落札決定後から契約締

結までにおいて、当該落札者が無効の入札を行っていたことが判明した場合には、落札

決定を取り消す。この場合、落札者に損害が生じても、本市は一切の損害賠償の責めを

負わない。 

 (1) 諫早市契約規則（平成１７年規則第５４号）第１２条各号に該当する入札 

 (2) 入札参加申請にあたり虚偽の記載をした者の入札 

 (3) 金額を訂正した入札 

 (4) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

 (5) 本募集要項において示した方法以外の方法による入札 

(6) その他必要事項を確認できない入札 

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従わない者のした入札 

(8) 前各号に該当し、入札が無効となった者は、再度の入札には参加できない。 

１４ 入札書の撤回等 

  入札者は、その提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回をすることができない。 

１５ 落札者の決定方法等 

 (1) 落札者は、予定価格以上の価格で最高の価格をもって入札した者とする。 

 (2) １度目の開札で落札者がおらず再度入札を行う場合、入札参加者に１度目の最高入

札価格及び再入札の入札書受付期間をＦＡＸで通知するものとし、入札参加者は、通

知に記した入札書受付期間内に入札書を提出するものとする。なお、入札の方法は、

１度目の入札と同様とする。 

 (3) 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、くじにより落札者を決

定する。 

 (4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相

当する額を加算した金額（当該額に１円未満の端数がある時は、その端数金額を切り

捨てた金額）をもって落札価格とする。 

 (5) 落札者が決定した時は、文書により入札参加者に入札結果を通知する。開札立会者

がいる場合は、開札会場で開札立会者全員に口頭で周知し、通知に代えるものとする。 

 (6) 落札者は、設置予定者として決定されたものとする。 

１６ 設置予定者の決定の取消し 



- 6 - 

  落札者が次の各号のいずれかに該当する場合は、設置予定者としての決定を取り消す。 

 (1) 正当な理由なくして、指定する期日までに契約の締結に応じなかった場合 

 (2) 応募者の資格を失った場合 

 (3) その他自動販売機設置手続の相手方として不適当と認められる場合 

 (4) 落札者が、前各号のいずれかに該当した場合は、その者のした入札を無効とし、そ

の者に通知する。この場合の設置予定者は、落札者の次に高い価格で入札した者（以

下「次順位者」という。）を設置予定者とする。なお、次順位者が２者以上あるとき

は、くじにより次の設置予定者を決定する。 

１７ 契約の締結 

  落札者は、令和８年３月５日（木）までに契約書を２部提出しなければならない。 

１８ 異議の申立て 

  ９の結果通知において入札参加資格があると認められた者は、入札の有無に関わらず、

開札後、諫早市契約規則その他契約事項等についての不明を理由にして異議を申し立て

ることができない。 

１９ その他 

 (1) 自動販売機の設置にあたっては本市の指示に従うものとする。 

 (2) 契約の解除等により自動販売機を撤去する場合は、原状に回復して本市の確認を受

けなければならない。 

 (3) 本市の責に帰することが明らかな場合を除き、本市はその責を負わない。 

 (4) 設置者は、商品及び自動販売機が汚損又は毀損したときは、自らの負担により速や

かに復旧しなければならない。 

２０ 参考 

本施設の休業日及び利用時間は以下のとおりとする。 

(1) 休業日 

① 駐車場・トイレ 年中無休 

② 農林水産物等販売施設 ８月１５日・１６日及び１２月３１日から翌年１月３日

まで 

③ 地域交流施設・休憩施設 １２月２９日から翌年１月３日まで 

(2) 利用時間 

① 駐車場・トイレ ２４時間利用可能 

② 農林水産物等販売施設 午前８時から午後５時まで 

③ 地域交流施設・休憩施設 午前８時３０分から午後５時まで 

２２ 問い合わせ先 

  諫早市東小路町７番１号 

  諫早市農林水産部農業振興課（諫早市役所 別館３階） 
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  電話番号 ：（０９５７）２２－１５００（内縁２３１１） 

  ＦＡＸ番号：（０９５７）２２－２６０２ 

  メールアドレス：noshin@city.isahaya.nagasaki.jp 


